
長井市立地適正化計画の変更概要                        

 

１ 誘導施設（児童発達支援事業所）の追加について 

 （１）理由 

近年、長井市において、少子化が進んでいるものの、さまざまな事情から、発達障害や医療的ケアが必要な子

どもの数は、横ばいから微増の状況となっています。 

厚生労働省の児童発達支援ガイドラインでは「地域社会で生活する平等の権利の享受と、地域社会への参加・

包容（インクルージョン）の考え方に立ち、障害の有無にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるようにし

ていくことが必要である。障害のある子どもへの支援に当たっては、移行支援を含め、可能な限り、地域の保育、

教育等の支援を受けられるようにしていくとともに、同年代の子どもとの仲間作りを図っていくことが求められ

る。」とされています。 

長井市におけるこれらの子どもの保護者においても、他の保育施設や小学校に近接した施設にて、より多くの

交流機会を希望されていることから、他の障がいを持たない児童と同様の環境下での保育や支援を求める声が多

くあり、市としてもインクルージョンな保育を推進する観点から小学校や他の保育施設及び、医療機関や福祉施

設が集中する都市機能誘導区域へ誘導するため、児童発達支援事業所を誘導施設等に位置付けるものです。 

 

（２）本文変更内容 ※改正（追加）箇所:朱書き下線表記 

３－３．課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）（計画書 P102、103） 

課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）課題解決のための施策・誘導方針を設定します。 

 
○人口流出の抑制や本市への子育て世代の移住定住を促進するため、公共複

合施設をまちなかへ誘導することにより、子育て世代が集える空間を形成

し、また、子どもから高齢者まで多世代が交流できる場の創出を図ります。 

○公共複合施設は子育て応援機能のほか、多世代が利用し、生涯の学びの場

となる図書館機能を確保し、市民ニーズに対応した地域の暮らしに役立つ

サービスの充実を図ります。 

〇インクルージョンな保育を推進するため、発達障害や医療的ケアが必要な子

どもが他の保育施設や小学校と交流機会を持てる場の創出を図ります。 

 

 

○高齢者が安心して在宅生活を送ることができるよう、医療と介護の連携体制を強化し、地域包括ケアシステ

ムの深化を図ります。 

○さまざまな診療に対応できる総合診療専門医の配置を推進し、また、訪問看

護事業の 24 時間体制の継続と拡充を図ります。 

○公立置賜長井病院の改築及び、病院、地域包括支援センター、訪問看護ステ

ーション及び地域在宅医療連携推進室が連携することにより、周辺の医療施

設及び介護施設等との連携の強化、並びに市民の日常生活に欠かすことので

きない調剤薬局や商店などの公立置賜長井病院周辺の都市機能の維持を図

り、病気や要介護状態になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい暮ら

施策① 子育て世代が集える空間の形成、世代間交流の場の創出 

施策③ 地域の医療、介護等の連携・充実による地域包括ケアシステムの深化 
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しを続けることができるまちづくりを目指します。 

〇医療的ケアが必要な児童を受け入れることができる施設がなく市外の施設へ通うしかない児童がいる状況を改善

すべく、施設整備を行い、住み慣れた地域で子育てできる医療体制を構築します。 

 

 （３）誘導施設の設定（計画書 P113） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－５．都市機能誘導区域における講ずべき施策（計画書 115、116） 

 ③子育て世代の流出を防ぎ、市外からの流入を図るための子育て支援 

   子育て世代の定着のため、働きながらでも安心して子育てできる環境の整備が必要であることから、子育

て関連施設の整備、誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

分 類 誘導施設 誘導施設の考え方 

医療機能 病院（医療法第一条の五第一項）※１ 
・公立置賜長井病院を核とした医療体
制の維持を図る必要があることか
ら、病院を誘導施設に設定する。 

商業機能 売り場面積 1,000 ㎡以上の小売店舗 

・一定規模以上の小売店舗の立地は住
民の生活動線が変わり、都市構造に影
響を及ぼすため、都市機能誘導区域内
に適切に誘導を図ることが必要であ
る。 

介護福祉 
機能 

・定員 30名以上の介護施設 
・指定小規模多機能型居宅介護事業所（介
護保険法第八条第十九項） 

・介護予防教室機能を有する施設※２ 
・地域包括支援センター（介護保険法第百
十五条の四十六） 

・児童発達支援事業所（児童福祉法第六条
の二の二） 

・病気や要介護状態になったとして
も、住民が住み慣れた地域でより安
心して暮らすことができるよう、適
切な立地を図るため、誘導施設に設
定する。 

子育て支
援 
機能 

・幼稚園（学校教育法第一条） 
・保育所（児童福祉法第三十九条第一項） 
・認定こども園（就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な推進に関する法
律第二条第六項） 

・児童館（児童福祉法第四十条） 
・児童発達支援事業所（児童福祉法第六条
の二の二） 

・より安全・安心で便利な子育て支援
環境の形成を図るため、都市機能が
集積し、利便性の高い本地域におい
て、誘導施設に設定する。 

教育・文
化 
機能 

 
・図書館（図書館法第二条第一項） 
・文化施設（劇場、音楽堂等の活性化に関
する法律第二条第一項）※３ 

・体育施設（社会教育調査規則第三条第十
三号）※４ 

 

・都市機能が充実した誘導区域内に訪
れる住民が、利便性高くスポーツ活
動や文化的活動を行うため、図書
館、文化施設及び体育施設を誘導施
設に設定する。 

【想定される事業】 

・公共複合施設整備事業（都市再構築戦略事業に含む） 

・子育て世代包括支援センター（ワンストップ相談窓口）運営事業 

・保育園への入所手続のワンストップ化事業 

・児童発達支援事業所整備事業 



 

④安心して暮らすことのできる健康・福祉関連施設の充実 

   病気や要介護状態になったとしても安心して暮らすことができるよう、医療施設及び介護福祉施設の誘導

を図るとともに、公立置賜長井病院と地域の医療・福祉施設との連携を強化していくための事業を実施しま

す。 

【想定される事業】 

・公立置賜長井病院改築整備事業（都市再構築戦略事業に含む） 

・訪問看護ステーション、地域包括支援センター及び地域在宅医療連携推室との連携 

・高齢者外出支援事業（公共交通分野にも関係する） 

・児童発達支援事業所整備事業 

 

２ 防災指針の策定時期について 

（１）防災指針とは 

近年、自然災害は頻発・激甚化の傾向を見せており、まちづくりの検討においても防災・減災の観点から

の検討を行うことが必要となっています。こうした中で、令和 2 年に都市再生特別措置法が改正され、災害

リスクが高い地域について居住誘導区域からの原則除外を徹底するとともに、居住誘導区域に残存する災害

リスクに対しては、居住誘導区域や都市機能誘導区域と同様に、「防災指針」が立地適正化計画におおむね記

載する事項として位置付けられました。防災指針の策定に当たっては、防災まちづくりの将来像や目標等を

明確にし、ハード・ソフトの両面からの安全確保の対策を位置付けることが必要とされています。 

 

※国土交通省「「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について」解説資料から抜粋 

 

（２）長井市における防災指針の策定について 

長井市においても安全・安心なまちづくりを進める観点から防災指針の作成は必要なものと考えております。 

先般の令和４年８月豪雨で長井市においても大きな被害を受けました。その被害の分析、評価の上で防災指

針を策定するのがより有効と考えており、まずは調査（内水等）を行った後、防災指針の策定を進めて参りま

す。少なくとも国が定める「立地適正化計画の作成に係る Q＆A」に従い、おおむね５年ごとの調査、分析、

評価の時期(令和６年度)には作成を目指します。 


